
子 ども の権利条例の内容や救済制度に関する市の窓口 です。

富士 市役所 ５ 階 こ ども 未来課 
 ： ０ ５ ４ ５ − ５ ５ − ２ ７ ３ １
 ： kodom om irai@ d iv.city.fu ji.sh izuoka.jp
 ： 〒４ １ ７ ー８ ６ ０ １  静岡県富士 市永田 町１ − １ ０ ０

子 ども のどんな困り ごと やなやみごと でも 相談でき る市
の窓口 です。 どなたでも 無料で相談ができ 、 なやみが解
決でき るよう 相談員が寄り そいます。

富士 市役所 4階 こ ども 家庭課 児童家庭担当
 ： ０ ５ ４ ５ − ５ ５ − ２ ７ ６ ４
 ： kodom okatei@ d iv.city.fu ji.sh izuoka.jp

◼ ほっ と デジタ ル相談・ ふじ （ 小 中学生 向け）◼ ほっ と デジタ ル相談・ ふじ （ 小 中学生 向け）

 子 ども は、 今を生 き る一 人 の人 間と し て、 かけがえのない大 切な存在です。

そし て、 富士 山 のよう に高 く 、 広く 羽 ばたく 可能性に満ちた未来への希望です。

 子 ども は、 生 まれたと きから 、 一 人 ひと り が幸せに生 き ていく 権利を持っ て

います。

 富士 市に生 き る私たちは、 子 ども の権利に関する条約の理念に基づき 、 力 を

合わせて、 まち全体で子 ども の育ちを支 え、 子 ども の権利を大 切にする子 ども

にやさ し いまちをつく るこ と を宣言 し 、 こ の条例を制定し ます。

∼ 条例前文 より ∼

みんなのこ と を応援し ます！

令和6年3月  こ ども 未来課 発行

いじ めや体罰、 虐待など、 あら ゆる子 ども の権利の侵害に対し て
素早く ていねいに対応し 、 権利の回復を支 援するための委員です。
まずは「 子 ども なんでも 相談」 にご相談く ださ い。

富士 市

“ 自 分ら し さ ” “ 自 分の思い”

富士 市子 ども の権利条例富士 市子 ども の権利条例

なやんだり 、 つら いと き には相談し てく ださ いなやんだり 、 つら いと き には相談し てく ださ い

GIGAタ ブレ ッ ト のL− Gateから 「 ほっ と デジタ ル相談・
ふじ 」 を 選び、 画面 を 進んでく ださ い。

中高生向け

◼ 子 ども なんでも 相談◼ 子 ども なんでも 相談

◼ 子 ども の権利条例に関する窓口 ・ お問い合わせ◼ 子 ども の権利条例に関する窓口 ・ お問い合わせ

１ １ 月 ２ ０ 日 は富士 市子 ども の権利の日１ １ 月 ２ ０ 日 は富士 市子 ども の権利の日

富士 市子 ども の権利救済委員について富士 市子 ども の権利救済委員について

mailto:kodomomirai@div.city.fuji.shizuoka.jp
mailto:kodomokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp


富士 市では、 子 ども にやさ し いまちづく り を目 指
し て、 「 子 ども の権利条例」 をつく り まし た。
条例と は、 富士 市が独自 に作るこ と ができる決ま
り のこ と です。

条例では、 子 ども は18歳未満（ 高 校生 まで） と し
ています。

 

生 命・ 生 存・ 発達に対する権利 子 ども の意見 の尊重

子 ども の最善の利益 差別の禁止

虐待、 体罰、 いじ めの防止

貧困の防止 、 ヤングケアラ ーへの支 援

安心 し て過ごすこ と ができ る居場所づく り

子 ども の権利の普及

子 ども の権利侵害の回復支 援など

大 人 が子 ども の権利を正し く 理解し 、 子 ども の権利を守っ ていく ために、
以下の取り 組みを行 っ ていき ます。

自 分に権利がある から と いっ て 、 決し て自 分の思う ま ま に、 何で も で き る と いう こ と で
はあり ま せん。 自 分だけで はな く 、 他者(相手 )にも 同じ よ う に権利があり ま す。 自 分の
権利と 他者の権利を お互いに尊重し 合う こ と は、 と て も 大 切な こ と で す。

条例で は、 あら ゆる 場面 において子 ど も の
権利が守ら れる こ と が保障さ れて いま す。

①家庭における 権利の保障

・ ・ ・ 家族、 保護者 な ど

②育ち 学ぶ施設における 権利の保障
 ・ ・ ・ 学校、 児童福祉施設 な ど
 

③地域における 権利の保障
 ・ ・ ・ 町内会、 地域団体 な ど

④市によ る 権利の保障

 ・ ・ ・ 富士 市役所

子 ども なんでも 相談
ほっ と デジタ ル相談・ ふじ
富士 市子 ども の権利救済委員

あなたは、 人 種や性別、 障害、 家庭事
情など を 理由と し たあら ゆる 差別を 受
ける こ と はあり ま せん。

あな たはかけがえのない存在と し て 、
個性が尊重さ れ、 安心 し て 成長 する こ
と ができ ま す。

あら ゆる 活動において、 あな たにと っ
て何が一 番良いこ と かを 考え て も ら え
ます。

あなたは自 分の思いや考え を自 由に伝
え る こ と ができ 、 年れいや成長 段階に
応じ て 尊重さ れま す。

ご相談く ださ いご相談く ださ い

周り の大 人 に相談でき ないと き には
相談し てく ださ い。

⚠ 相談の秘密は守り ます。

く わし く は裏面 を みてく ださ い。

ク ラ スで毎日仲間
外れにさ れるから
学校に行き たく な
いな・ ・ ・ 　  

家で暴力をふるわ
れたり ひどいこ と
を言われたり し て
つら いよ・ ・ ・ 　  

「 権利」 を主張すると き は、 相手 の話をよく 聞き 、 考えや
意見 を し っ かり と 相手 に伝えるこ と が大 切です。

一 方 的な主張だけでは「 わがまま」 になっ てし まいます。

「 権利」 を主張すると いう こ と は、 自 分の意見 をおし 通す
こ と ではなく 、 お互いに権利を 尊重し 合う こ と です。

富士 市子 ども の権利条例っ て・ ・ ・ ？富士 市子 ども の権利条例っ て・ ・ ・ ？

子 ども の権利の４ 原則子 ども の権利の４ 原則

他者の権利の尊重他者の権利の尊重

子 ども の権利の保障子 ども の権利の保障

こ んな取り 組みを行 います！こ んな取り 組みを行 います！

ポイ ン ト

し ん がい

自 分の権利が侵害さ れている と 感じ たと き は・ ・ ・

ぎゃく たい たいばつ

ふきゅう
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し えん


